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知的創造サイクルと
知的財産専門人材の再考

東北大学
原山優子

yuko.harayama@most.tohoku.ac.jp

資料５
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大学から見た知的創造サイクル

研究大学の目的：
研究の社会的インパクト↑

名声↑

優秀な人材の
集積↑

研究の質と量↑研究の質と量研究の質と量↑↑

企業・政府からの
研究資金↑

企業企業・政府からのからの
研究資金研究資金↑↑

特許権↑特許権特許権↑↑

ライセンス
収入↑

ライセンスライセンス
収入収入↑↑

人的資本

知的資本

無形資本

キャッシュ・
フロー

創造保護

活用*

第１６回資料４参照

活用*：権利の活用

≠研究成果の活用
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企業から見た知的創造サイクル

製品

開発研究

保護

（プロダクト・イノベーションの例）

探索研究探索研究

応用研究応用研究 活用

企業大学等 大学等＆企業

基礎研究基礎研究

探索研究
権利化権利化 ライセンシングライセンシング

応用研究

基礎研究

ロイヤルティー

研
究
機
関

創
造

リターン

創造
保護
活用＊＊

活用＊＊

活用＊＊ ：研究成果の活用
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知的創造サイクル再考：マクロレベル

政府大学等 企業資金提供機関

研究機関

探索研究 応用研究性格別区分

Public domain Private domainAppropriability

Non-exclusive ExclusiveExclusiveness

R.Free RoyaltyRoyalty

基礎研究

製品

中間財

企業大学等

フ
ィ
ル
タ
ー

リ
タ
ー
ン

開発研究

創造

保護

活用

創造
保護
活用

大学等＆企業

知的資源創造サイクル 企業
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知的創造サイクル再考：留意点
• 二つのサイクル

– Private domain⇒知的創造サイクル
– Public domain ⇒知的資源創造サイクル
– Non-Exclusive Royalty Free（ NERF）∈共通部分

• 知的資源の最終活用者⇒企業
• 「試験又は研究の例外」の再考

–知的資源創造サイクルにおける中間財を対象とする
– メリット

• 大学への特例措置ではない
• 研究者の流動性の足かせにならない
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知的創造サイクル再考：バイドール効果

政府大学等 企業資金提供機関

研究機関

探索研究↓ 応用研究性格別区分

Public domain Private domainAppropriability

Non-excl. ExclusiveExclusiveness

R.Free RoyaltyRoyalty

基礎研究↓

製品

中間財↓

企業大学等

フ
ィ
ル
タ
ー

リ
タ
ー
ン

開発研究

創造↓

保護↑

活用？

大学等＆企業

創造？
保護↑
活用？

企業
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バイドール効果：留意点

• Public domainとPrivate domainのトレードオフ
• 知的創造サイクルと知的資源創造サイクルの
バランス

–市場メカニズムによる自動調整？
–政府の介入？その手段？

• バランスのコントロール
–調整役としてのNERF⇒知的財産権所有者の裁量
– 「試験又は研究の例外」の境界線⇒政府の裁量
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知的財産専門人材の育成
• 知的財産専門人材とは？

– 知的財産の権利化・保護
• 弁護士、弁理士
• 企業・大学等の知的財産部門スタッフ

– 知的財産権の証明可能性・実行可能性の担保
• 特許審査官・審判官、裁判所裁判官・調査官、税関調査官、警察
取締官

– 知的財産の創造・活用
• リエゾン・オフィサー

– 知的財産権の活用
• ライセンシング・オフィサー

– 知的財産戦略の政策立案
• 関連省庁の担当官
• シンクタンク

資格認定制度資格認定制度に
基づくプロフェッション

新たな新たなプロフェッション

プロフェッショナル化？
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資格認定制度

プロフェッション

コア・コンピテンス固有の労働市場

資格認定

質量

効果
• 労働者の品質保証
• 業務独占
• 労働市場の調整

前提条件
• 明確な境界線が存在
• 定常状態に到達済み

根拠法令等
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資格認定制度再考（１）

新たな労働市場

コア・コンピテンス

既存の資格認定

質？量？

効果
• 労働者の品質保証？
• 業務独占？
• 労働市場の調整？

既存の労働市場

根拠法令等

新たなプロフェッション

プロフェッション

前提条件
• 明確な境界線が存在
• 定常状態に到達済み

市場原理
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資格認定制度再考（２）

新たな労働市場

コア・コンピテンス

既存の資格認定

質？量？

既存の労働市場

根拠法令等

新たなプロフェッション

プロフェッション

市場原理

見直し?

見直し?

見直し?

現場からミス
マッチの認識

対策：微調整versus改革
課題：ダイナミックな均衡！
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新たなプロフェッション
• 形成しつつあるプロフェッション

– 明確な境界線が不在
– コア・コンピテンス？

• プロフェッショナルの確保
– 「既存の専門性」を持つ人材⇒OJTで新たなコンピテンス
を修得

– 職務遂行⇒必須なコンピテンスの同定⇒専門家集団の
形成

• プロフェッショナルの育成
– 情報・体験の共有

• インフォーマルなネットワークの形成
• ケース・スタディーの勉強会


